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三月前期のブ ロイセンに春ける「杜会問題」

と杜会政策春よび中間層政策の展開（六）

川　本　和　良

問題の所在

Ｉ　三月前期におげるｒ杜会問題」　第２６巻第５号，第６号

皿　三月前期におげる政策の展開

　〔Ｉ〕　国家的杜会政策の開始＝１８３９年の児童保護観定　　第２８巻第２号，第２９

　　巻第２号，第４号

　〔Ｉ〕中間層政策の開始 ＝１８４５年の営業令

　　　１　考察の対象と意義

　　　（１）対象とする時期について

　　　（２）対象とする地域について

　　　（３）中問層政策を考察する意義について

　　　　 １）１８４５年の営業令以降におげるプ ロイセソとドイツの中問層政策の

　　　　　概観とその特徴一以上本号

皿　ｒ三月革命」と政策の展開

〔皿〕　中問層政策の開始＝１８４５年の営業令

１　考察の対象と意義

　　　　　　　　　　　　　　ユ）　１８４５年１月１７目の一般営業令（Ａｌｌｇｅｍｅ１ｎｅ　Ｇｅｗｅｒｂｅｏｒｄｎｕｎｇ　Ｖｏｍ１７Ｊａｎｕａｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）１８４５）はブ ロイセソにおげる中間層〔＝手工業者〕政策の開始を意味した。とい

うのは，まず形式的に，この法律がプ ロイセ：／全土に対して適用された，中間

層に対する最初の一般法であ ったからである 。後述するように，これに先行す

る法体系は　般国法であ ったが，その序文２１条（Ｅｍ１ｅ・ｔｕｎｇ，§２１）にｒさらに

個々の訴訟間題の判定にさいして，　般法律は州法律に劣後し，州法律は特殊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）的な条令に劣後し，最後に特殊的な条令はこれ以外の既得権に劣後する」と述

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２４４）
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べられているように，州法典が主要法であ って ，一般国法の規定は補助法の位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
置を占めたに過ぎなか ったからである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
　つぎに，内容的に，これが「中間層保護の第一歩」であ ったからである 。す

でにＩで述へたように，三月前期のプ ロイセソでは解放危機の「杜会問題」を

主要局面としつつも ，工業化危機の「杜会問題」の局面をも包合した「大衆貧

窮」が生じた。これに対する政策的対応として，まずＩの〔Ｉ〕で述べたように ，

１８３９年の児童保護規定の制定により工場労働者保護の第一歩が印されたのであ

るが，同時に「杜会問題」の主要局面を彩成した中間層を保護することにより ，

これをプ ロイセン国家に統合する政策の開始が焦盾の急となり ，その第一歩が

ユ８４５年の営業令の制定により踏み出されたのである 。

　そこで，以上のような中問層政策の開始を意味した１８４５年の営業令の成立過

程を，既述の工場法の成立過程と対比することにより ，その特徴を引き出しつ

つ， ここでの考察の対象と意義を明らかにすることから出発することにしよう 。

　　 １）　
この法律の全文については

，Ｖｇｌ　Ｇｅｓｅｔｚ－Ｓａｍｍｌｕｎｇ１９４５・４１－７８

　　 ２）　中問層という言葉は歴史的にさまざまな意味内容をもっ て使用されてきた。そ

　　　れを辿ることによりこの言葉のもつ主要な含意を明らかにしておきたい 。

　　　　 この言葉を文献において最初に使用したのはアリストテレス（ＡｒｉｓｔｏｔｅＩｅｓ）で

　　　あり ，ｒニコマコス倫理学』において，徳は正しい生活を脅やかす過度または不

　　　足の両極の間の中庸において発展し，この中庸の徳（Ｔｕｇｅｎｄｍ１ｔｔｅ）は・ポリス

　　　 の市民のうちで富裕な市民と貧しい市民の中問に位置する中位の財産をもつ市民

　　　（ｄ１ｅ　Ｂｕｒｇｅｒ　ｍｌｔｔｅｒｅｎ　Ｂｅｓ１ｔｚｓｔａｎｄｅｓ）において見出だされると述へた・この市

　　　民の三分割が中世のドイツとイタリアの諸都市の杜会構造に適用され，都市貴族

　　　（Ｐａｔｒ１ｚｌａｔ）と小市民層（ＫＩｅｍｂｕｒｇｅｒｔｕｍ）の間の ，商業を営む者とソソフト手
　　　工業（Ｈａｎｄｅｌｔｒｅｉｂｅｎｄｅ　ｕｎｄ　Ｚｕｎｆｔｈａｎｄｗｅｒｋ）層からなる中問層（Ｍｉｔｔｅ１ｓｔａｎｄ）

　　　 という言葉が市民権を得た。したが って，中問層概念にはもともと「財産と教養

　　　（Ｂｅｓｉｔｚ　ｕｎｄ　Ｂｉ１ｄｕｎｇ）」をもつ層という内容が含まれている　（Ｏｔｔｏ　Ｈｅｉｎｒｉｃｈ

　　　 ｖ　 ｄ　Ｇａｂ１ｅｎ＋ｚ，１〉［１ｔｔｅ１ｓｔａｎｄ
，１ｎ

，Ｈａｎｄｗｏｒｔｅｒｂｕｃｈ　ｄｅｒ　Ｓｏｚ１ａｌｗ１ｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｅｎ
，

　　　 Ｂｄ．７
．，

Ｇｂｔｔｉｎｇｅｎ１９６１ ，３９３．Ｗｅｍｅｒ　Ｃｏｎｚｅ
，Ｍｉｔｔｅ１ｓｔａｎｄ，ｉｎ ，Ｏｔｔｏ　Ｂｒｕｍｅｒ

，

　　　Ｗｅｍｅｒ　Ｃｏｎｚｅ
，Ｒｅｉｎｈａｒｔ　Ｋｏｓｅ１１ｅｃｋ（Ｈｇ ．） ，Ｇｅｓｃｈｉｃｈｔｌｉｃｈｅ　Ｇｒｕｎｄｂｅｇｒｉｆｆｅ

．

　　　 Ｈ１ｓｔｏｒ１ｓｃｈｅｓ　Ｌｅｘｌ ｋｏｎ　ｚｕｒ　ｐｏｌｌｔ１ｓｃｈｓｏｚ１ａｌｅｎ　Ｓｐｒａｃｈｅ１ｎ　Ｄｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ，Ｂｄ４ ，

　　　Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ１９７８，　４９＿５０）。

　　　　　しかし，この言葉がドイツで普及したのは１８世紀後半に入 ってからである 。そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２４５）



８０　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３６巻 ・第２号）

　　の発端は１７１９年に発行されたＤ ．デフォーのｒロ ビソソソ ・クノレーソー」（Ｄａｎｉｅ１

　　 Ｄｅｆｏｅｓ・Ｒｏｂｉｎｓｏｎ　Ｃｒｕｓｏｅ）の独訳が１７２６年に出版されたことにあ った（Ｗ ．

　　 Ｃｏｎｚｅ，］〉［ｉｔｔｅｌｓｔａｎｄ．４９，５３）。 その後，中間層という言葉はさまざまな意味内

　　容をもっ て使用されるようにた った。そのさい，農民を除き，都市の貴族と賎民

　　（Ｐ６ｂｅｌ）の中間に位置する市民的自覚をもっ た層という意味での使用が増大して

　　い った（Ｅｂｄ
．，

５４）。
すなわち，アリストテレスの使用法を継承して，一方で貴族

　　　と大市民の「非常に高い」生活様式（ ，，

ｈ６ｈｅｒｅｒ ‘‘

Ｌｅｂｅｎｓａｒｔ）から労働と杜交性の

　　分野で分離された，営業を営む「中間人」（ｄｅｒ　ｇｅｗｅｒｂｅｔｒｅｌｂｅｎｄｅ
，，

Ｍ１ｔｔｅｌｍａｍ
‘‘

）

　　を指し・他方で身分の相違を越えた，新しい市民的評価に基つく有識者（Ｇｅｌｅｈｒｔｅ）

　　で，よき中問層の上品を身につげた公序良俗を大切にする中間層（ｄｅｒ　ｇｅｓｉｔｔｅｔｅｎ

　　Ｍ１ｔｔｅ１ｓｔａｎｄ　ｍ１ｔ　ｄｅｒ　ｄａｚｕ　ｇｅｈｏｒ１ｇｅｎ　Ｅｌｅｇａｎｚ　ｄｅｓ　ｇｕｔｅｎ　Ｍ１ｔｔｅ１ｓｔａｎｄｅｓ）を指

　　　した（Ｅｂｄ ．，

５９）。
だが，これ以外にさまざまな意味内容の使用例があ った。そ

　　の主なものを挙げると ，¢貴族に属さない大，小所有者としての民衆（Ｖｏ１ｋ）
，

　　すなわちフラソス革命における第三身分＝「国民（Ｎａｔｉｏｎ）」に近い使用法，　才

　　能と徳をもつ人を指し，アリストテレスに近い使用法，　国家の繁栄をもたら

　　す・啓蒙され，富裕であるのみでたく ，質素の徳，勤勉，秩序愛，清潔，公正 ，

　　博愛を備えた多数の民衆を指すぱあい（Ｅｂｄ ・・

５５）

，＠，　の使用法は１８世紀

　　の教養政策的，民衆教育的努力（ｂ１１ｄｕｎｇｓＰｏ１１ｔ１ｓｃｈ－ｖｏ１ｋｓＰａｄａｇｏｇ１ｓｃｈｅ　Ｂｅｓｔｒｅ
－

　　 ｂｕｎｇｅｎ）に照応していたが（Ｅｂｄ
・・

５６）
，ここから農民と手工業者を普通人（ｄｅｒ

　　 ｇｅｍｅｉｎｅ　Ｍａｎｎ）として中問層より外し，学校制度に照応して農業学校と手工業
　　学校（Ａｃｋｅｒｓｃｈｕ１ｅｎ　ｕｎｄ　Ｈａｎｄｗｅｒｋｓｓｃｈｕｌｅｎ）を卒業した商人

，芸術家，マヌ

　　 ファクトゥア主，大農業家と大家主を指すぱあい〔「市民学校」と　「実科学校」

　　（。 Ｂｕ「９ｅｒ－ｏｄｅｒ　Ｒｅａ１ｓｃｈｕ１ｅ“）卒業者〕（Ｅｂｄ ，５７－５８） ，　教養ある「有識者」

　　としての大学卒業者で，国家ピラミヅ ドの頂点と下からの殺到との間に立つ教養

　　ある中間層を指すぱあい（Ｅｂｄ ・・

５９－６０）
，＠貴族の対極として，学間と技術を修

　　めた官吏，商人，工場主，僧侶，教師で公序良俗を身につげた者というゲーテ
　　（Ｇｏｅｔｈｅ）の使用法（Ｅｂｄ

．，

６０．Ｇｏｅｔｈｅ，Ｄｉｃｈｔｕｎｇ　ｕｎｄ　Ｗａｈｒｈｅｉｔ，４．Ｔｌ
．，

１７
．

　　 Ｂｕｃｈ　ゲーテｒ詩と真実』第四部，小牧健夫訳，岩波文庫，１９５９年，６７へ一

　　 ジ）。 ¢へ一ゲル（Ｈｅｇｅ１）のｒ法哲学』§２９９におげる ，民衆の教養ある知性と

　　法律思識が帰属する政府構成員と官吏を指すぱあい。この使用法は，後段，皿
，

　　〔皿〕，（３）の８）で問題とたるすへての有識老特別免除（Ｇｅ１ｅｈｒｔｅｎ－Ｅｘｅｍｐｔ１ｏｎ）

　　〔都市の有識者に対する兵役，納税等の義務の免除。以下，ｅｘｉｍｉｅｒｔｅ　Ｂ肚９ｅｒ を

　　特別免除市民，Ｅｘｅｍｐｔ１ｏ口 を特別免除として使用〕の法的廃棄と関連し，都市
　　におげる市民と有識者の分離の解消へ作用〔＝両者はともに教養ある中問層を形
　　成可能〕（Ｅｂｄ ・・

６０
・へ一ゲル『法の哲学』（下），高山一愚訳，創元文庫，１９５４

　　年，２０５～２０６ぺ一ジ）。 等々 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２４６）
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　　　　中問層という言葉が普及したのは１８世紀後半であ ったが，１９世紀に入り ，ロ テ

　　　 ヅクとウェノレカーの『国家辞典』（ ，，

Ｓｔａａｔｓ１ｅｘ１ｋｏｎ ‘‘

ｖｏｎ　Ｒｏｔｔｅｃｋ　ｕｎｄ　Ｗｅ１ｃｋｅｒ）

　　　第１版と第２版や，クノレークのｒ一般辞典』（ｄａｓ
，，

ａ１１ｇｅｍｅｉｎｅＨａｎｄｗ◎ｒｔｅｒｂｕｃｈ
‘‘

　　　ｖｏｎ　Ｋｒｕｇ）にも項目はなく ，１８３８年の第２版の補遺（Ｋｒｕ９２・Ａｕｎ ・，

Ｓｕｐｐ１

　　　Ｂｄ．５／２．１８３８，４２ｔ）において，ｒ中間層に属する人々は，教養，財産と ，商業

　　　と営業および学問と芸術におげる多様で包括的な活動により特徴づげられる 。そ

　　　れゆえ，中間層は現在すべての市民化された国家において，本来杜会の主要部
　　　　　ナツイオソ
　　　分，国民の中核である」として初めて記載された（Ｅｂｄ ・・

６２）。 ところが，７月

　　　革命の影響のもとで ，新たにｒ中間階級（Ｍ１ｔｔｅ１ｋ１ａｓｓｅ）」という言葉がｒフルソ

　　　 ヨァジー」を意味して使用されるようになり ，これに対して「中間層」は従来と

　　　同様多義的に使用されつづげた（Ｅｂｄ ・，

６３）。

　　　　マルクスとエソゲルスは，１８４０年代中葉に，「中問階級」を「有産の支配階級」 ，

　　　すたわちｒブルジ ョァジー」に置き換え，ｒ共産党宣言』ではｒ中間層」を保守

　　　的，反動的な小工業家，小商人，手工業者，農民とし，ｒブルジ ョァジー」の敵

　　　と特徴づげた（Ｅｂｄ ・・

６４
・マルクス ・エソゲノレス『共産党宣言』大内兵衛 ・向坂

　　　逸郎訳，岩波文庫，１９６７年，５３べ一ジ）。 しかし，４０年代以降「中間層」は屡々農

　　　民を除外して「営業的中問層」，「手工業老層」を示す言葉として使用され（Ｅｂｄ ・，

　　　８３） ，１９世紀と２０世紀の交に，近代産業杜会の生み出したｒ職員中問層（Ａｎｇｅ －

　　　 ｓｔｅ１１ｔｅｎ－Ｍｉｔｔｅｌｓｔａｎｄ）」が移成された後，独立して職業を営む点でこの新中間層と

　　　区別して，営業的または旧中問層（ｄｅｒ　ｇｅｗｅｒｂｌｉｃｈｅ　ｏｄｅｒ　ａ１ｔｅ　Ｍｉｔｔｅｌｓｔａｎｄ）と

　　　呼ぱれるようにな った（Ｅｂｄ ・，

５９・８９）。

　　　　また，中問層運動というぱあい，商工業におげる資本主義的企業により脅やか

　　　される ，中小の経営規模の手工業者と商人の運動を指し，上述のような中問層理

　　　解の多様性と ，ｒ手工業」，ｒ工場」とｒ商業」の境界の不明瞭から厳密に言い得

　　　ないにせよ ，本来の運動の担い手は古い小営業的，独立中間層とされている（Ｍ ・

　　　Ｂ１ｅｒｍｅｒ，　ｌＭ１ｔｔｅ１ｓｔａｎｄｓｂｅｗｅｇｕｎｇ ，　ｍ，　Ｈａｎｄｗｏｒｔｅｒｂｕｃｈ　ｄｅｒ　Ｓｔａａｔｓｗ１ｓｓｅｎ
－

　　　 ｓｃｈａｆｔｅｎ，３Ａｕ且ａｇｅ，Ｂｄ６ ，Ｊａｎａ１９１０，７３４）。 そして中問層政策とは，前工

　　　業杜会から由来する中問層〔手工業，小売商業，部分的には農民もまた〕が変化

　　　する生活と経済形態から自已を守るために組織をつくり ，保護政策を要求するの

　　　に対応する政策を指すとされている（Ｏ・Ｈ・ｖ・ｄ・Ｇａｂ１ｅｎｔｚ
，ａ・ａ・Ｏ

・・

３９３）。

　　　　以上述べた使用法の多様た変遷を念頭に置きつつ，本稿では中問層を手工業者

　　　として使用したい。そのさい，中問層概念の中心には経済的に自立した手工業者

　　　が位置し，かれらは，たとえ資本主義的制度に対して反対を唱えたとしても〔例

　　　えぱ百貨店や大 コソツェ ルソに対して〕，政治的，杜会的見地から急進主義の拒

　　　否と既存秩序緯持への傾向をもつとともに（Ｄｅｒ　ＧｒｏＢｅ　Ｂｒｏｃｋｈａｕｓ・Ｂｄ・１２
・・

　　　Ｌｅｉｐｚｉｇ１９３２，６３３－６３４） ，この概念にはｒ公序良俗」，ｒ教養」とｒ知性」（ ，，

Ｇｅ
一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２４７）



８２　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３６巻 ・第２号）

　　 ｓ１ｔｔｅｒｕｎｇ
‘‘

，，

Ｂ１１ｄｕｎｇ ‘‘

ｍｄ
，，

Ｉｎｔｅ１１１ｇｅｎｚ ‘‘

）を有する老との意味が含まれ，政治

　　的には保守的立場からつ棚こ 評価されてきた点に注意を促しておきたい（Ｗ
　　Ｃｏｎｚｅ，ｌＭ１ｔｔｅｌｓｔａｎｄ ，６０）。

　３）　Ａ１ｌｇｅｍｅｍｅｓ　Ｌａｎｄｒｅｃｈｔ　ｆｕｒ　ｄ１ｅ　ＰｒｅｕＢ１ｓｃｈｅｎ　Ｓｔａａｔｅｎ　ｖｏｎ　１７９４　Ｔｅｘｔａｕｓ
－

　　ｇａｂｅ　Ｍ１ｔ　ｅｍｅｒ　Ｅｍｆｕｈｒｕｎｇ　ｖｏｎ　Ｄｒ　Ｈａｎｓ　Ｈａｔｔｅｎｈａｕｅｒ
，ｏ

　Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ　ａｎ

　　ｄｅｒ　Ｕｎ１ｖｅｒｓ１ｔａｔ　Ｋ１ｅ１ｕｎｄ　ｅｍｅｒ　Ｂ１ｂｌ１ｏｇｒａｐｈ１ｅ　ｖｏｎ　Ｄｒ　Ｇｕｎｔｈｅｒ　Ｂｅｍｅｒｔ
，

　　Ｐｒ１ｖａｔｄｏｚｅｎｔ　ａｎ　ｄｅｒ　Ｕｍｖｅｒｓ１ｔａｔ　Ｍａｒｂｕｒｇ，Ｆｒａｎｋｆｕｒｔ　ａｍ　Ｍａｍ　１９７０，５１

　　次お，Ｗ ユーベル『トイソ立法史』西川洋一訳，東只大学出版会，１９８５年，９６

　　ぺ一ジの註鉤を参照せよ 。

　４）　Ｈｕｇｏ　Ｒｏｅｈｌ，Ｂｅ１ｔｒａｇｅ　ｚｕｒ　ｐｒｅｕＢ１ｓｃｈｅｎ　Ｈａｎｄｗｅｒｋｅｒｐｏ１１ｔ１ｋ　ｖｏｍ　Ａ１１ｇｅｍｅ１－

　　 ｎｅｎ　Ｌａｎｄｒｅｃｈｔ　ｂ１ｓ　ｚｕｒ　Ａｌｌｇｅｍｅｍｅｎ　Ｇｅｗｅｒｂｅｏｒｄｎｕｎｇ　ｖｏｎ　１８４５，Ｈｒｓｇ　ｖｏｎ

　　Ｇｕｓｔａｖ　Ｓｃｈｍｏｌ１ｅｒ　ｕｎｄ　Ｍａｘ　Ｓｅｒｍｇ，Ｓｔａａｔｓ＿ｕｎｄ　ｓｏｚ１ａ１ｗ１ｓｓｅｎｓｃｈａｆｔ１１ｃｈｅ

　　Ｆｏｒｓｃｈｕｎｇｅｎ，Ｈｅｆｔ７６，Ｌｅ１ｐｚ１ｇ１９００，１９５　Ｒ　Ｋｏｓｅ１ｌｅｃｋ，Ｓｔａａｔ　ｕｎｄ　Ｇｅｓｅｌ１－

　　 ｓｃｈａｆｔ　ｉｎ　ＰｒｅｕＢｅｎ，８２．訳，４３９
．

　５）　Ｒ　Ｋｏｓｅｌｌｅｃｋ，ＰｒｅｕＢｅｎ　ｚｗ１ｓｃｈｅｎ　Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｒｅｖｏｌｕｔ１ｏｎ ，５９９

　（１）対象とする時期について

　工場労働者問題は，　般的に産業革命の進展とともに生じてきた近代におげ

る新しい間題であり ，既述のようにプ ロイセソにおいては１９世紀に入って生じ

てきた。これに対し，中間層間題は中世都市の成立にまで遡る古い歴史をもっ

ているが，ここでは考察の時期的対象を３０年戦争以降，プ ロイセソ改革時の

「営業の自由」を経て，１８４５年の営業令の成立までに定めたい
。

　３０年戦争以後を選んだのは，第一７こ，「営業の自由」以前の中間層はソソフ

トに組織されていたのであるが，３０年戦争を画期にプ ロイセソ領邦国家建設へ

の新しいステ ッブが踏み出され，ツソフトが従来の都市経済政策の対象から ，

とくに１７３１年の帝国営業法（ｄａｓ　Ｒｅ１ｃｈｓｇｅｗｅｒｂｅｇｅｓｅｔｚ　ｖｏｎ１７３１）の成立を契機と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
して，領邦経済政策の対象へと移行したからである 。すなわち，３０年戦争を画

期にソソフトが，Ｇンユ モラーのいう重商主義　　「国家建設と同時に国民

経済の建設，すなわち政治団体を同時に経済団体となし，かつそれに高き意義

を賦与する近世的意味における国家建設，・・　すなわち，杜会およぴその組織

ならびに国家およぴその制度を全面的に変革すること ，地方的 ・領域的経済政

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２４８）



三月前期のフロイセソにおける「杜会問題」と杜会政策およひ中間層政策の展開（六）（川本）８３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
策に代えて国家的 ・国民的政策をもっ てすること」　　 の一環に営業政策の主

要対象として組み込まれるという新しい段階を迎えるからである 。

　第二に，１８４５年の営業令の成立過程を把握しようとするさい，３０年戦争から

プロイセソ改革時の「営業の自由」に至るまでのソソフトの考察は　重の意味
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
で重要である 。まず，ｒ営業の自由」はソソフトによる競争規制の除去を主要

対象としていたため，それ以前の時期におけるソソフトの考察が不可避となる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
のみでなく ，また，中問層の保護問題が，とりわけ１８３０年以降，ｒ緩和された
　　　　　　　　５）
営業の自由の原理（ｄａｓ　Ｐｒｍｃ１ｐ　ｅｍｅｒ　ｇｅｍＢ１ｇｔｅｎ　Ｇｅｗｅｒｂｅｆｒｅ１ｈｅ１ｔ）」または「規

　　　　　　　　　６）
制された営業の自由（ｅｍｅ　ｇｅｒｅｇｅ１ｔｅ　Ｇｅｗｅｒｂｅｆｒｅ１ｈｅ１ｔ）」をめくっ て展開し，そ

のさいツソフトの復活カミ主要内容を彩成したカミゆえに，この点からも３０年戦争

以降におげるソソフトの変遷を把握しておくことが必要となるからである 。

　以上二つの理由から，１８４５年の営業令の戎立過程の考察対象となる時期を３０

年戦争以降に定めたいと思う 。

　　１）　Ｇｕｓｔａｖ　ｖｏｎ　Ｓｃｈｍｏ１１ｅｒ，Ｄａｓ　ｂｒａｎｄｅｎｂｕｒｇ１ｓｃｈ－ＰｒｅｕＢ１ｓｃｈｅ　Ｉｎｎｕｎｇｓｗｅｓｅｎ

　　　 ｖｏｎ１６４０ｂｉｓ１８００，ｈａｕｐｔｓ註ｃｈ１ｉｃｈ　ｄｉｅ　 Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｔｅｒ　Ｆｒｉｅｄｒｉｃｈ　Ｗｉ１ｈｅ１ｍ　Ｉ
，

　　　ｍ，ｄｅｒｓ ，Ｕｍｒ１ｓｓｅ　ｕｎｄ　Ｕｎｔｅｒｓｕｃｈｕｎｇｅｎ　ｚｕｒ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓ一 Ｖｅｒｗａ１ｔｕｎｇｓ－

　　　 ｕｎｄ　Ｗｉｒｔｓｃｈａｆｔｓｇｅｓｃｈｉｃｈｔｅ　ｂｅｓｏｎｄｅｒｓ　ｄｅｓ　ＰｒｅｕＢｉｓｃｈｅｎ　Ｓｔａａｔｅｓ　ｉｍ１７．ｕｎｄ

　　　１８．Ｊａｈｒｈｕｎｄｅｒｔ，Ｌｅｉｐｚｉｇ１８９８，３１８，３８２，４０４＿４０５

　　２）　Ｇｕｓｔａｖ　ｖｏｎ　Ｓｃｈｍｏｕｅｒ，Ｄａｓ　Ｍｅｒｋａｎｔｉ１ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎ　ｓｅｉｎｅｒ　ｈｉｓｔｏｒｉｓｃｈｅｎ　Ｂｅ－

　　　ｄｅｕｔｕｎｇ　ｓｔａｄｔ１ｓｃｈｅ ，ｔｅｒｒ１ｔｏｒ１ａ１ｅ　ｕｎｄ　ｓｔａａｔｌ１ｃｈｅ　Ｗ 土ｒｔｓｃｈａｆｔｓｐｏ１１ｔ１ ｋ，
１ｎ ，ｄｅｒｓ

，

　　　Ｕｍｒ１ｓｓｅ　ｕｎｄ　Ｕｎｔｅｒｓｕｃｈｕｎｇｅｎ　ｚｕｒ　Ｖｅｒｆａｓｓｍｇｓ一 Ｖｅｒｗａ１ｔｕｎｇｓ－ｕｎｄ　Ｗ１ｒｔ
－

　　　 ｓｃｈａｆｔｓｇｅｓｃｈｉｃｈｔｅ　ｂｅｓｏｎｄｅｒｓ　ｄｅｓ　ＰｒｅｕＢｉｓｃｈｅｎ　Ｓｔａａｔｅｓ　ｉｍ１７．ｕｎｄ１８．Ｊａｈｒ－

　　　ｈｕｎｄｅｒｔ，Ｌｅｉｐｇｉｇ１８９８，３７
．シ ュモラー『重商主義とその歴史的意義一都市的

　　　 ・領域的およぴ国家的経済政策一』正木　夫訳，伊藤書店，１９４１年，５３へ 一：／。

　　　なお，重商主義という言葉はさまざまな意味内容で使用されてきた。重商主義概

　　　念の整理として，差当り小林昇「リストと重商主義」，『小林昇経済学史著作集

　　　Ｖ ，Ｆ ．リスト研究（１）』未来杜，１９７８年，および，肥前栄一ｒドイツ経済政策史

　　　序説』未来杜，１９７３年，前篇第三章の三，を参照せよ 。

　　３）　 ツソフトまたはイソヌソク制度の詳細については後段の考察に譲り ，ここでは

　　　Ｇ ．シ ュモラー が， ｒイソヌソクは都市制度と行政の不可欠の構成員である」，ｒす

　　　へての都市政策の清髄は，　　都市の競争揚制にある」と述へている点のみを指

　　　摘しておこう（Ｇ．ｖ．Ｓｃｈｍｏ１１ｅｒ，Ｄａｓｂｒａｎｄｅｎｂｕｒｇｉｓｃｈ－ＰｒｅｕＢｉｓｃｈｅ　Ｉｍｕｎｇｓ
一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２４９）
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　　 ｗｅｓｅｎ ，３１６ ，３１７）。

　４）１８４５年の営業令の成立過程の考察が，ここ〔１の〔１〕〕での主要対象であるの

　　で，詳細は後段に譲るとして，ここでは１８３０年以降とした理由について，それと

　　関係する限りにおいて，１８４５年の営業令の成立過程に触れておきたい 。

　　　１８４５年の営業令制定の最初の動機は，「営業の自由」に関する諸立法が余りに

　　　も性急に制定されたので，そこに含まれていた諸欠陥を是正する必要と　（Ｐａｕ１

　　Ｒｕｄｏｌｐｈ，Ｚｕｎｆｔｖｅｒｆａｓｓｕｎｇ　ｕｎｄ　 Ｇｅｗｅｒｂｅｆｒｅｉｈｅｉｔ　ｉｍ　ｐｒｅｕＢｉｓｃｈｅｎ 　Ｇｅｗｅｒｂｅｒｅ
－

　　 ｃｈｔ　ｂ１ｓ１８４５　Ｉｎａｕｇｕｒａ１＿Ｄ１ｓｓｅｒｔａｔ１ｏｎ　ｚｕｒ　Ｅｒ１ａｎｇｕｎｇ　ｄｅｒ　］ｕｒ１ｓｔ１ｓｃｈｅｎ　Ｄｏｋ－

　　ｔｏｒｗｕｒｄｅ　ｅｍｅｒ　Ｈｏｈｅｎ　Ｒｅｃｈｔｓ－ｕｎｄ　Ｗ１ｒｔｓｃｈａｆｔｓｗ１ｓｓｅｎｓｃｈａｆｔ１１ｃｈｅｎ　Ｆａｋｕｌｔａｔ

　　ｄｅｒ　Ｆｒ１ｅｄｒ１ｃｈ＿Ｓｃｈ１１１ｅｒ＿Ｕｎ１ｖｅｒｓ１ｔａｔ　Ｊａｎａ，Ｂｏｍａ＿Ｌｅ１ｐｚ１ｇ　１９３５，３８） ，　ウィ＿

　　　ソ会議の結果獲得した新領土と旧領土の閻の営業令の相違に対するｒプ ロイセソ

　　統一活動（ ，，

ＥｍｐｒｅｕＢｕｎｇｓａｋｔ１ｏｎ
‘‘

）」の必要にあ った（Ｈｅ１ｎｒ１ｃｈ　ｖｏｎ　Ｔｒｅ１ｔｓｃｈｋｅ
，

　　Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｇｅｓｃｈｌｃｈｔｅ１ｍ　Ｎｅｕｎｚｅｈｎｔｅｎ　Ｊａｈｒｈｕｎｄｅｒｔ，Ｂｄ４ ，Ｌｅ１ｐｚ１ｇ１９２７
，

　　５４５Ｈ　Ｒｏｅｈｌ，ａ　ａ　Ｏ ，１７３，Ｐ　Ｒｕｄｏ１ｐｈ，ａ　ａ　Ｏ ，３３）。 しかし，既述の一

　　都工業化危機を伴った解放危機の「杜会問題」の深刻化と ，７月革命の影響のも

　　　とで，１８３０年以降，不穏の時代（ｊｅｎｅ　ｕｎｒｕｈｉｇｅ　Ｚｅｉｔ）の開始が告げられ（Ｈ

　　ＲＯｅｈｌ，ａ．ａ．Ｏ
．，

１９９）
，手工業者の窮乏と市町村負担の増大を救済するため，ツ

　　　ソフトの復活をめくる問題が重要間題として浮上した（Ｅｂｄ ，２１２－２１３）。
また ，

　　１８４０年に，皇太子時代からフォム ・シュタイソを中心とするツソフト復活論者と

　　親密であ った新王が即位し（Ｅｂｄ ・，

１８９ ，２２８） ，工業化の進展に伴い新たに共産

　　主義への恐怖が顕在化し，徒弟と職人の紀律と秩序（Ｚｕｃｈｔ　ｕｎｄ　Ｏｒｄｎｕｎｇ）が

　　焦眉の問題として付け加わるに及んで（Ｅｂｄ ．，

２３６．Ｒ．Ｋｏｓｅ１ｌｅｃｋ，ＰｒｅｕＢｅｎ

　　 ｚｗ１ｓｃｈｅｎ　Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｒｅｖｏｌｕｔ１ｏｎ，５９９），ソソフト復活問題が最重要問題とな

　　　り（Ｈ・Ｒｏｅｈ１，ａ・ａ・Ｏ
・，

２３５）
，営業令の制定が急がれ，ｒ営業の自由」とツソフ

　　　ト制度の注意深い妥協として１８４５年の営業令が成立したのである（Ｖｇｌ．Ａ ．

　　Ｋｏｔｔｇｅｎ，ａａＯ ，１００９ＰＲｕｄｏ１ｐｈ，ａａＯ ，３５ＷＫｏ１ｌｍａｍ，Ｄ１ｅＡｎ －

　　ｆａｎｇｅ　ｄｅｒ　ｓｔａａｔ１１ｃｈｅｎ　Ｓｏｚ１ａｌｐｏ１１ｔ１ｋ，４１９ｄｅｒｓ ，Ｒｈｅｍ１ａｎｄ　ｕｎｄ　Ｗｅｓｔｆａｌｅｎ
，

　　２７５－２７６．Ａ．Ｇ１ａｄｅｎ，ａ．ａ．Ｏ
．，

２２－２３）。

　　　　ツソフト復活問題は，後述するように，ｒ営業の自由」実施と同時に生じてい

　　　るのであるが，それが重要問題として顕在化するのは，以上の経過から１９３０年以

　　降のことであ った 。

　　５）　Ｈ．Ｒｏｅｈｌ，ａ．ａ．Ｏ
．，

２２３

　　６）　Ｅｂｄ
．，

２２９
．

（２５０）
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　（２）対象とする地域について

　既述のように，１８３９年の児童保護規定はライソ州を中心に展開し，全ブ ロイ

セソに拡大してい った。これに対して，１８４５年の営業令の制定問題は東ニノレベ

地域を中心に展開し，全プ ロイセソに拡大するという経過を辿っている 。

　まず，Ｂ ．フォーゲルが強調するように，プ ロイセソ 改革の一環としての

「営業の自由」は，ナポレオソ戦争に敗れて西エルベ地域の領土を喪失し，中

部と東都諸州に王国が縮少した時に実施されたがゆえに，農業地域の経済構造

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
を変革することに重点を置いていたのである 。ついで，ウィーソ会議により西

エルベ地域の領土を獲得した後，とりわけ１８２２年１１月２６目にハノレ デソベノレクが

没した後，古い諸州と新たにプ ロイセソ領とた った諸州との調整を視野に入れ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
た「営業の白由」の修正が問題とた った。こうして１８４５年の営業令への胎動が

始まるのであるが，その成立の第一歩とた った，１８２５年に中央各省（Ｓｔａａｔｓ －

ｍｉｎｉｓｔｅｒｉｕｍ）内に設置されたＪ ．Ｇ ．ホフマソを議長とする委員会によっ て・

１８３５年１月２１目に作成された二つの草案は，まず，古い諸州におげる調整が審

議され，ザクセソを含む東都地域をどのようにするかについての鑑定（Ｇｕ←

ａｃｈｔｕｎｇ）を作成し，ついで，それをいかに西部の自由主義地域に拡大し得るか

〔東部諸州の調整のためのｒ営業の自由」の修正→西部諸州への拡大〕という手つづき

　　　　　　３）
を決めている 。

　また，プ ロイセソ改革以前にあ っても ，Ｈ．ロー ゼソベノレクが鋭く指摘する

ように，ホーエソツォレノレソ家はブラソデソブルクの小選帝侯から身を起し １

軍事努力なしで王室家族問の協定に基ついてポーラソトからオラソタまで ，東
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛）
西両ニルヘ地域にまたがる ，トイソ北部に分散した領土を獲得してい ったが ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
フリードリッヒ２世がかれの統治を名づけたように，「北方のスバノレタ」として ・

その心臓都はブラソ デソブノレクとプ ロイセソにあり ，フリードリッヒ ・ヴィノレ

ヘノレム１世とフリードリッヒ２世により創造されたｒ内閣統治」の厳格な専制

的実践，文官と軍人行政の頂天での融合，杜会生活の法外な軍事化・プ ロイセ

ソ・ プロ テスタソティスムスの出現〔正統のノレター主義の政治的従順と杜会的静寂

主義（精神の平和）〕の問の同盟において，西 ヨーロッバの杜会的・政治的思考

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２５１）



８６　　　　　　　　　　立命館経済学（第３６巻 ・第２号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
の　般的枠組から逸脱した道を辿 ったことから明瞭なように，プ ロイセソ重商

主義は東ニノレベ地域を基盤として展開し，ツソフト政策もその一環に組み込ま

れていたのであ った 。

　以上のように，３０年戦争以降のソソフト政策も東ニノレヘ地域を基盤とする重

商主義の一環として展開したし，１８４５年の営業令の成立にさいしても ，プ ロイ

セソ改革時の領土におげる「営業の自由」の修正を軸に，それの西部諸州への

拡大が論普られたのであ って，１８３９年の児童保護規定のばあいと全く逆に，東

から西へという過程を辿 っている 。このように中問層間題の考察対象とたる主

要地域は東エノレベ地域である
。

　　 １）　 Ｂａｒｂａｒａ　Ｖｏｇｅ１，Ａｌｌｇｅｍｅｍｅ　Ｇｅｗｅｒｂｅｆｒｅ１ｈｅ１ｔ，Ｇｏｔｔｍｇｅｎ　１９８３，　 １５　 ｄｌｅｓ

　　　Ｓｔａａｔｌ１ｃｈｅ　Ｇｅｗｅｒｂｅｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｈａｎｄｗｅｒｋ　ｍ　ＰｒｅｕＢｅｎ１８１０－１８２０

，ｍ
，Ｕｌｎｃｈ

　　　Ｅｎｇｅ１ｈａｒｄｔ（Ｈｇ） ，　Ｈａｎｄｗｅｒｋｅｒ　ｍ　ｄｅｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒ１ａｌｌｓ１ｅｒｕｎｇ　Ｌａｇｅ，　Ｋｕ１ｔｕｒ

　　　ｕｎｄ　Ｐｏ１１ｔ１ｋ　ｖｏｍ　ｓｐａｔｅｎ１８　 ｂ１ｓ　ｍｓ　ｆｒｕｈｅ２０　Ｊａｈｒｈｕｎｄｅｒｔ，Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ１９８４
，

　　　１８６ ．

　　２）　Ｈ．Ｒｏｅｈ１，ａ．ａ．Ｏ
．，

１９０
．

　　３）　Ｅｂｄ
．，

１９４，２０１
．

　　４）　Ｈａｎｓ　Ｒｏｓｅｎｂｅｒｇ，Ｂｕｒｅａｕｃｒａｃｙ，Ａｒ１ｓｔｏｃｒａｃｙ　ａｎｄ　Ａｕｔｏｒａｃｙ，Ｔｈｅ
　Ｐｒｕｓｓ１ａｎ

　　　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｃｅ１６６０＿１８１５，Ｂｏｓｔｏｎ１９５８，２７
．

　　５）　Ｅｂｄ
．，

３．

　　６）　Ｅｂｄ
．，

２２－２３
．

　（３）　中間層政策を考察する意義について

　工場労働者保護を内容とする工場法はいうまでもなく階級杜会において生じ

る問題であり ，産業革命に関連する問題であるのに対し，中問層保護を内容と

する営業令は身分制杜会の維持にかかわる問題であり ，市民革命の挫折にかか

わる問題である 。中問層は，Ｒコゼレヅクのいうように「身分制を代表した
　　　　１）

職業集団」であるからである 。そのさい，「身分制を代表した職業集団」の典

型はプ ロイセン改革に至るまでのソソフトであり ，したが って，「営業の自由」

実施後におげる中問層保護問題がワイマーノレ期に至るまでつねにツソフトの復

活を中心問題として展開したことにプ ロイセソおよびそれに征服されたドイツ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２５２）
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におげる身分制杜会から階級杜会への固有の移行の特徴が刻印されている 。

１８４５年の営業令の成止過程の考察は，プ ロイセソおよぴトイソ帝国におげる ，

さらに弱められたとはいえ，ナチ独裁制の崩壌に至るまでのドイツの階級杜会

の特殊性〔＝階級杜会を主要局面としつつも身分制杜会との混合，並存〕を把握する

ための出発点としての意義をもっ ている 。

　以下，上述の点を概括的に理解するため，まず，本稿の考察対象である１８４５

年の営業令およぴ１８４９年２月９目の二つの欽定緊急令（ｄ・ｅ・ｗｅ・ｏｋｔｒｏｙ・ｅｒｔｅｒｔｅｎ

Ｎｏｔｖｅｒｏｒｄｎｕｎｇ　ｖｏｍ　ｇ　Ｆｅｂｒｕａｒ１８４９）発布以降における中問層政策をソソフト復

活問題を中心に概括し，ついで，視野を政治，杜会，経済の分野に拡大して ，

ブロイセソおよびそれに征服されたドイツにおげる身分制杜会から階級杜会へ

の移行の特殊性とそれが彩成された原因を，中問層政策との関連を念勲こおい

て可能な限り簡潔に素描し，ここで中問層政策を考察する意義を明らかにして

おきたい 。

　　１）　Ｒ．Ｋｏｓｅｌ１ｅｃｋ，ＰｒｅｕＢｅｎ　ｚｗｉｓｃｈｅｎ　Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｒｅｖｏ１ｕｔｉｏｎ・６０９
・

　１）１８４５年の営業令以降におけるプロイセンとドイツの中間層政策の概観と

　　その特徴

　まず，ツソフトの内容については後段の考察に譲ることとし，中間層政策を

ソソフト復活問題を中心に要約的に述べるならは ，

　¢　本稿の研究対象である三月前期のｒ杜会問題」への対応を一契機とする

１８４５年の営業令により ，「営業の自由」の制限という見地からソソフト復活へ

の道を開くとともに，ソソフトに所属したい独立営業者と増大してくる工場労

働者に対する団結禁止（Ｋｏａ１ｉｔｉｏ・ｓ・ｅｒｂｏｔ）と裏腹に，ツソフト所属の親方に職

人， 徒弟の技術的陶冶権と公序良俗（Ｓ１ｔｔ１１ｃｈｋｅ１ｔ）を維持するための教育権を与

えることにより ，「君主を頂点とする団体的に組織された家産国家（ｋｏｒｐｏｒａｔ１ｖ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
ｏｒｇａｎ・ｓ・ｅｒｔｅｒ　Ｐａｔｒ・ｍｏｎ・ａ１ｓｔａａｔ）強化の安定化要素」を創出し，「多数の自立した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
富裕な下層中問層の緯持を差し迫った革命を予防する最良の手段」とする法的

措置がとられた後，ｒ三月革命」の衝撃のもとで１８４９年の二つの緊急令により

　　　　　　　　　　　　　　　　（２５３）
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この方向が一層強化された 。

　◎　５０年代から７０年代前半にかげての産業革命の突破の過程において ，１８５７

年と１８６６年の二度の経済恐慌の中断を除き，比類のたい高景気と高成長のもと

での大工場経営の彩成に伴い，工場主への上昇や貧窮化した親方と増大した職
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）人層の工場への吸収〔三月前期のｒ杜会問題」の解消〕が進展し，自由主義的営業
　　　　　　　　　　　

４）

　　　 、　　　　　　　　 、　　　　　 ・）

立法への動きが前面化し，これが１８６９年６月２１目の北トイソ 連邦営業令（Ｇｅ－

ｗ・ｒｂｅｏｒｄｎｍｇ　ｆｕｒ　ｄｅｎ　Ｎｏｒｄｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｂｕｎｄ
，ｖｏｍ２１Ｊｕｍ１８６９）に緒実。これは

北トイッ連邦全領域に対する最初の統一法であり ，営業の自由を基軸とする自

由主義的営業法であ って，１８７１年に新トイツ帝国に引き継がれた。同時にトラ

ックンステム禁止条項を除いて，１８４９年２月９目の緊急令の揚定は廃止され
，

団結またはストライキヘの参加を強制したはあいには処罰されるとの条件つき

　　　　　　　　　　　　６）
で団結の自由が認められた〔後述するように，農業労働者と僕稗は１９１８年まで団結の

自由から除外〕 。

　　　１８７３年の恐傲こ始まる大不況期の到来による ，困窮の原因を営業の自由

と工業の競争に求め，資格証明（Ｂｅｆａｈｌｇｕｎｇｓｎａｃｈｗｅ１ｓ）の導入とソソフトの強

化・ ソソフトによる徒弟保持権を求める手工業者運動の展開を背景に，１８８１年

７月１８目の法律に始まり ，１８８４年１２月８目の法律，１８８６年４月２６日の法律およ

び１８８７年７月６目の法律で強化をみたインヌソクの公法団体としての宣言と徒

弟の行動への排他的権限賦与を経て，１８８２年５月３１目のマクデブノレクにおげる

全トイツ手工業者集会の決定に基つき翌年結成された「全トイツ手工業者同盟

（Ａｌｌｇｅｍｅｍｅｒ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｈａｎｄｗｅｒｋｅｒｂｕｎｄ）」と１８８４年創設の「ドイツ合同イソヌ

ンク連盟中央委員会（ＺｅｎｔｒａｌａｕｓｓｃｈｕＢ　ｖｅｒｅ１ｍｇｔｅｒ　Ｉｍｕｎｇｓｖｅｒｂａｎｄｅ　Ｄｅｕｔｓｃｈ１ａｎｄｓ）」

により１８９０年に皇帝になされた請願を起点に，１８８１年法の基礎上で強制ツソフ

｝（Ｚｗａｎｇｓｌｍｕｎｇ）設立を認めた１８９７年７月２６目の法律の成立による ，手工業

者の特権化を通じての公権国家への統合および秩序要因の移成と ，１９００年以降

の資格証明，強制組織，試験強制の権限を手工業会議所（Ｈａｎｄｗｅｒｋｓｋａｍｍｅｒ）に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
賦与する運動の展開および第一次大戦と破局

。

　＠　 ワイマーノレ憲法第１７条の「各ラソトは共和制的（ｆｒｅ１ｓｔａａｔｌ１ｃｈ）憲法を有

　　　　　　　　　　　　　　　　（２５４）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
しなげれぽならない」との条項にしたがい，プ ロイセソ憲法を討議した１９１９年

８月のプ ロイセソ
・ラソト集会の決議（Ｂｅｓｃｈｌｕｓｓｅ　ｄｅｒ　ｐｒｅｕＢ１ｓｃｈｅｎ　Ｌａｎｄｖｅｒ－

ｓａｍｍｌｕｎｇ　ｖｏｍ８Ｊｕ１１ １９１９）において ，「商人的，営業的中間層は力強く保持さ

れ， とくに吸収（Ａｕｆｓａｕｇｕｎｇ）から守られたげれぱたらない。ドイツ手工業な

しにはトイソの復興は不可能である 。それゆえ，あらゆる事情のもとで将来の

径済の統制（Ｒｅｇｅ１ｕ・ｇ）は手工業の生命力（Ｌｅｂｅｎｓｆａｈ１ｇｋｅｌｔ）を保持し，確保し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
なげれぱならない」との条項が採択され，ワイマーノレ憲法第１５１条において ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
「商業およぴ営業の自由は，ライヒの法律によっ て保障される」と規定された後 ，

これまで反営業の自由の担い手であ った手工業者同盟のクノレーブ（ｄ・ｅ　Ｇｒｕｐｐｅ

ｄｅｒ　Ｈａｎｄｗｅｒｋｅｒｂ伽ｄｅ）が，営業の自由の根本原則を前提に，手工業は国家と公

共（Ａ１１ｇｅｍｅｉｎｈｅｉｔ）により興隆，維持されねぼならない，との立場に転じ，１９２０

年９月にドイツ手工業全国連盟（Ｒｅｉｃｈｓｖｅｒｂ註ｎｄｅ　ｄｅｓ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｈａｎｄｗｅｒｋｓ）を結

１１）

成。 しかし，ワイマーノレ期に手工業者保護の有効な政策が打ち出されなか った

ため，１９２９年以降ナチの議席数における躍進にさいし，手工業者が票田の一つ

に転じ，ナチの政権獲得後，１９３４年２月２７目の「ドイツ経済の組織的建設の準

備に関する法律（ＧｅｓｅｔｚｚｕｒＶｏｒｂｅｒｅｉｔｕｎｇ　ｄｅｓｏｒｇａｎｉｓｃｈｅｎＡｕｆｂａｕｅｓｄｅｒｄｅｕｔｓｃｈｅｎ

Ｗｉｒｔｓｃｈａｆｔ）」により ，経済組織をツソフトの職業身分組織に立脚し，商工会議

所とともに手工業会議所がとくに重要な位置を占める ，工業。商業，手工業，銀

行， 保険および動力経済の６つの全国集団よりなる職業団的構成（Ｓｔ註ｎｄｉ・ｃｈｅ・

Ａｕｆｂａｕ）に編成し，各職業身分と職業身分内に指導者原理を貫ぬくことにより
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
上意下達の国家機関に転化したことのうちに，ツソフトの痕跡が再現 。

　以上をフラソスとイギリスにおけるソソフト解体過程と対比すると ・まず ・

フラソスのはあい，絶対王制期にソソフトが上級官吏による中央集権国家の指

導のもとに置かれ，ノレ イ１４世が，営業監視を購入可能な権利（ｋａｕＨｉｃｈｅｓ　Ｒｅｃｈｔ）

として売却し，ソソフトに管理の買い戻しを認可することにより ，王の管理権

を純粋に国庫的目的に利用した後，１７２６年のＡ ．Ｒ ．チ ュノレゴー（Ａｍｅ　ＲＯｂｅｒｔ

Ｔｕｒｇｏｔ）によるツソフト廃止の試みを経て ，フラソス革命勃発後，１７９１年のノレ

　・ シャペリニ法（ｄａｓ　Ｇｅｓｅｔｚ　Ｌｅ　Ｃｈａｐｅｕｅｒ）によりすべてのツソフトが解体され
・

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２５５）
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営業の自由が導入。また，イギリスのはあい，ソ ユテ ユアート朝初期にツソフ

トの法的保護が試みられ，営業監視を財源として利用した後，市民革命後の１８

世紀においても勝利した議会はツンフトの管理を十分には行なわなかったが ，

ツソフト制度は内部解体を遂げていき，これが産業革命遂行の一要因となると

ともに，ソソフト制度の残津は１８１４年のニリザヘス 法の廃止と１８３５年の市庁法

　　　　　　　　　　　　　　　ユ３）
（Ｍｕｎ１ｚ１Ｐａｌ１ｔａｔｓｇｅｓｅｔｚ）７こより除去

。

　これに対し・プ 肩イセソとドイッ 帝国においては，以上みたように第二帝制

期においても中間層政策の中心にソソフト問題が位置し，ナチ蜘こまでもその

痕跡が尾をひき，１９世紀中葉から７０年代にかげての産業革命の突破の過程を経

て， 階級杜会へ移行して後も ，「身分制を代表した職業集団」が国家の安定化

要素として残存・保持されたところにその特殊性が示されている
。

　つぎに・このようなツソフト問題に端的に表現されているドイツ 階級杜会の

特殊性が形成された原因を政治，杜会，経済の分野へと視野を拡大して素描し

ておきたし ・。

　　１）ＡＧｌａｄｅｎ，ａａＯ ，２５

　　 ２）　Ｒ　Ｋｏｓｅｌ１ｅｃｋ・ＰｒｅｕＢｅｎ　ｚｗ１ｓｃｈｅｎ　Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｒｅｖｏｌｕｔ１ｏｎ
，５９９

　　 ３）Ｅｂｄ ・６０８ＷＫｏｌｌｍａｍ・ＢｅｖｏｌｋｅｒｕｎｇｕｎｄＡｒｂｅ１ｔｓｋｒａｆｔｅｐｏｔｅｎｔ１ａｌ
，８１

　　　Ａ　Ｇ１ａｄｅｎ，ａ　ａ　Ｏ ，２７　なお，この点に関係する若干の数字をあげておこう
。

　　　　三月前期には，古い身分制的構造から解放された結果，人口が増大し，周辺か
　　　 ら都市に人口が流入し〔近辺移動（Ｎａｈｗａｎｄｅｒｕｎｇ）〕，都市は，１８５０年代の産業

　　　革命の突破開始以前には，この農村「過剰人口」（ｄ１ｅ　ｌａｎｄ１１ｃｈｅ
，，

Ｕｂｅｒｂｅｖｏｌｋ
－

　　　ｅｒｕｎ９
‘‘

）に職を与えることができず，「消極的プ 目レタリア化（ ，，

ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｐｒｏｌｅ
．

　　　ｔａ「１ｓｌｅ「ｕｎｇ “）」が生じた（Ｊｕｒｇｅｎ　Ｋｏｃｋａ・Ｌｏｈｎａｒｂｅ１ｔ　ｍｄ　Ｋ１ａｓｓｅｎｂ１ｌｄｕｎｇ
，

　　　Ａｒｂｅ１ｔｅｒ　ｕｎｄ　Ａｒｂｅ１ｔｅｒｂｅｗｅｇｕｎｇ　ｍ　Ｄｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ　１８００－１８７５，Ｂｅｒｌｍ　
１９８３

，

　　　６０－６１）・
この結果，ハンブ ノレク ，ヶノレソ，バルメソ，エノレバーフェ ルトとい った

　　　都市では，人口の１０～２０％が規則的に公的貧民救済（６任ｅｎｔ１ｉｃｈｅ　Ａｒｍｅｎｕｎｔｅｒ
．

　　　ｓｔｕｔｚｕｎｇ）を受けていた〔１８１６／１８年，１８３０／３１年，１８４５／４８年，１８５７年には都市

　　　住民の半分が貧民救助を要求〕（Ｅｂｄ ．，

５９）。
また，主としてアメリカヘの国外移

　　　住者（Ａｕｓｗａｎｄｅｒｅｒ）の数も増大してい った（Ｅｂｄ
．，

６１

．なお，Ｉの〔Ｉ〕をも参

　　　照せよ）。

　　　　ところで１１８５０年代中葉以降，国外移住に代って農村から都市への移動（ｄｉｅ

　　　Ｌａｎｄ－Ｓｔａｄｔ－Ｗａｎｄｅｒｕｎ９）〔遠方移動（Ｆｅｍｗａｎｄｅｒｕｎ９）〕が
，工場制の拡大と

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２５６）
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　　　　　　第２１表　営業セクターにおける就業者，１８００～１９！３年の

　　　　　　　　　ドイツにおける企業彩態の分布

マヌフア
クトウア 営業セクター

年 問 屋
工 業 手工業 計

鉱山業
１・１・１ ・１・ ・１・ Ｉ

’

・１ ２

０． ９６ ９． ０
Ｏ． １２

１
１８００

１． ５１ １． １２ １０ ．５ ２． ２ 　　１２１ ．Ｏ

１８３５ １． ４０ １０ ．Ｏ Ｏ． ３５ ２． Ｏｌ １． ５０ １１ ．Ｏ ３． ２ ２３ ．Ｏ

１８５０ １． ５０ １０ ．Ｏ Ｏ． ６０ ４． Ｏ
１． ７０ １２ ．Ｏ ３． ８ ２６ ．Ｏ

，
１８７３ １． １０ ６． Ｏ

１． ８０ １０ ．Ｏ ２． ５０ ！４０ ． ５． ４ ３０ ．Ｏ

１９００ ０． ５０ ２． Ｏ
５． ７０ ２２ ．Ｏ ３． ３０ １３ ．Ｏ ９． ５ ３７ ．Ｏ

１９１３ Ｏ． ５０ ２． Ｏ
７． ２０ ２３ ．Ｏ ４． ＯＯ １３ ．Ｏ １１ ．７ ３８ ．Ｏ

１ヨ 就業者数（単位１００万人）。

２冒農業と勤務者セクター（Ｄ １ｅｎｓｔ１ｅ１ｓｔｍｇｓｓｅｋｔｏｒ）を含む全就業者中での％ 。

　　第２２表１８１６～１８６１年のプ ロイセソにおげる人口と就業者

１８１６　　！８６１ １８１６～１８６１年の差

（１０００人） （％）

全　人　　口
１０ ，３４９ １８ ，４９１ 十　　７９

手工業親方
２５９ ５３５ 十　　１０７

職　　　　人
１４６ ５５９ 十　２８３

僕　　　韓
１， ０８２ １， ４７０ 十　　３６

　　一　　展　　い
８８０ ２， ２２９ 十　　１５３

「手労働者」

工場労働者
４４ ４！４ 十　８４８

鉱山労働者
１５ １１７ 十　　６８０

　　　　　工場労働者，僕女卑，日雇い，「手労働者」の概念が暖昧であるので ，

　　　　その数も不確実である 。

鉄道を中心とする運輸手段改善の結果，開始された（Ｅｂｄ ・・

６２ ・６４）・ 第２１表

（Ｅｂｄ
．， ６６）から ，１８５０年から７３年までに工場で働く者〔マヌファクトゥァ・工

業， 鉱山業〕の数が３倍となり ，問屋制下の家内労働者の数が激減し・手工業は

％では停滞するも絶対数では増大していることが注目を惹く ・第２２表（Ｅｂｄ
・・

６６）

からは，１８１６年と６１年を比較して，手工業親方数より職人の数の増大が著しく ・

工場と鉱山労働老数の増加が他のすべてに対して群を抜いていることが注目され

る。 第２１表は全ドイツの数字であるが，１８７５年にプ ロイセソはドイツ人口のほぼ

６０％，非農業経営の５７％，工場労働者の６０％を占め，工業，手工業，鉱山業で

働く者の１
．３劣のみが経営の所有老と管理者（Ｅｉｇｅｎｔ廿ｍｅｒ　ｕｎｄ　Ｄｉｒｅｋｔｏｒｅｎ　ｉｎ

Ｂｅｔｒｉｅｂｅｎ）であ った（Ｅｂｄ ・，

６６－６８）。

　　　　　　　　　　　　　　（２５７）



９２　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３６巻 ・第２号）

　　　以上の数字より ，産業革命の突破の過程で就業考構成の変化が生じ，三月前期

　　 の「大衆貧窮」が解消したことが窺えよう 。三月前期の「大衆貧窮」は，産業革
　　命の突破の過程の主要な前提条件の一つを形成したのである

。

　４）　自由主義的営業立法への動きが前面化した経過はつぎの如くであ った 。

　　　後述するようにｒ三月革命」期の手工業者運動は大きく親方と職人に分裂し
，

　　さらに職業間の状態の相違や営業令等の地域または領邦問の相違のため，各六の

　　内部で個々の要求に不統一が生じたが，両者とも反営業の自由では一致していた

　　〔親方は１８４８年６月２目～６目のハソブノレクにおげる北ドイツ 手工業者準備会議
　　（ＶｏｒｋｏｎｇｒｅＢ　Ｎｏｒｄｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｈａｎｄｗｅｒｋｅｒ）を経て

，７月１４目～８月１８日のフ

　　 ラソクフルトにおげるトイソ手工業者およぴ営業会議（Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｈａｎｄｗｅｒｋｅｒ－

　　ｍｄ　ＧｅｗｅｒｂｅｋｏｎｇｒｅＢ）に結集。職人は７月２０目～９月１１目のフラソクフルトで

　　 の全ドイツ労働者会議（Ａ１１ｇｅｍｅｉｎｅｒ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　ＡｒｂｅｉｔｅｒｋｏｎｇｒｅＢ）に結集〕（差

　　当り ，Ｖｇ１・Ｊ・Ｗｉ１ｄｅｎ
，ａ．ａ．Ｏ

．，

１３１．Ｍａｒｇｒｅｔ　Ｔｉ１ｍａｍ，Ｄｅｒ　Ｅｉｎ日ｕＢ　ｄｅｓ

　　 Ｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎｓ］ａｈｒｅｓ１８４８ａｕｆ　ｄ１ｅ　ｐｒｅｕＢ１ｓｃｈｅ　Ｇｅｗｅｒｂｅ－ｕｎｄ　Ｓｏｚ１ａ１ｇｅｓｅｔｚｇｅｂｕｎｇ

　　（Ｄ１ｅ　Ｎｏｔｖｅｒｏｒｄｎｕｎｇ　ｖｏｍ　ｇ　Ｆｅｂｒｕａｒ１８４９） ，Ｂｅｒｌｍ１９３５，１４＿１６　Ｔｏｎ１ Ｏ任ｅｒ
－

　　 ｍａｎｎ
，１〉［１ｔｔｅ１ｓｔａｎｄ１ｓｃｈ－ｋ１ｅｍｇｅｗｅｒｂ１１ｃｈｅ　Ｌｅ１ｔｂ１ｌｄｅｒ　ｍ　ｄｅｒ１１ｂｅｒａ１ｅｎ　Ｈａｎｄ

．

　　 ｗｅｒｋｅｒ＿ｕｎｄ　ｈａｎｄｗｅｒｋ１ｉｃｈｅｎ　Ａｒｂｅｉｔｅｒｂｅｗｅｇｕｎｇ　ｄｅｒ　５０ｅｒ　ｕｎｄ　６０ｅｒ　Ｊａｈｒｅ

　　 ｄｅｓ１９　Ｊａｈｒｈｕｎｄｅｒｔｓ
，１ｎ，Ｕ１ｒ１ｃｈ　Ｅｎｇｅｌｈａｒｄｔ（Ｈｇ） ，Ｈａｎｄｗｅｒｋｅｒ　ｍ　ｄｅｒ

　　 Ｉｎｄｕｓｔｒ１ａ１１ｓ１ｅｒｕｎｇ　Ｌａｇｅ，Ｋｕｌｔｕｒ　ｕｎｄ　Ｐｏ１１ｔ１ｋ　ｖｏｍ　ｓｐａｔｅｎ１８　ｂ１ｓ　ｍｓ　ｆｒｕｈｅ

　　 ２０ 　Ｊａｈｒｈｍｄｅｒｔ・Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ１９８４，５２９－５３０　柳沢治ｒトイソ三月革命の研究』

　　岩波書店，１９７４年，２２４，２２５～２２６，２７８，２８６～２８７，を参照せよ）。

　　　 これがプ ロイセソにおいて自由主義的営業立法へと転じていくのはつぎのよう

　　な過程によっ てである 。

　　　プ ロイセソの手工業親方は１８４９年の緊急令でもっ てひとまず満足した（工

　　Ｗ
１１ｄｅｎ ・ａ　ａ　Ｏ ・１３２Ｔ　Ｏ任ｅｒｍａｍ，ａ　ａ　Ｏ ，５３８）。 政府部内では手工業者

　　に対する国家援助（Ｓｔａａｔｓｈ１ｌｆｅ）の必要をめくっ て意見が対立したが，結局商相

　　 ｖ　ｄハイト（Ａｕｇｕｓｔ　ｖｏｎ　ｄｅｒ　Ｈｅｙｄｔ）の自助（Ｓｅ１ｂｓｔｈ１ｌｆｅ）の意見が勝利し

　　（Ｔ・Ｔｉ１ｍａｎｎ
・ａ・ａ・Ｏ

・・

５２－５４）
，これとｒ三月革命」期に結成された全ドイツ労

　　働者友愛会（Ａ１１ｇｅｍｅｍｅ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ａｒｂｅ１ｔｅｒｖｅｒｂｒｕｄｅｒｕｎｇ）の運動におげる杜

　　会的，政治的原理である組合（Ａｓｓｏｚ１ａｔ１ｏｎ）原理と　（Ｔ　Ｏ任ｅｒｍａｍ，ａ　ａ　Ｏ
，

　　 ５３５
．林健太郎「三月革命と杜会主義」，同ｒドイツ史論集』中央公論杜，１９７６

　　年，７４～７５ぺ一ソを参照せよ），５０年代のノユノレソェ ・テーリヅ チ（Ｈｅｒｍａｍ

　　Ｓｃｈｕｌｚｅ　ａｕｓ　Ｄｅ１１ｔｚｓｃｈ）の協同組合（Ｇｅｎｏｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｓｗｅｓｅｎ）思想に基つく運

　　動が連動した（Ｔ　Ｏ任ｅｒｍａｍ，ａ　ａ　Ｏ ，６３９）。

　　　　　　　　　　　　　アソテイアテイオソ
　　　 まず，「三月革命」期の組合原理は，一方でのツソフト制度の信奉者と他

　　方での制限された営業の自由の信奉者のいずれにも反対する第三の道を示すもの

　　　　　　　　　　　　　　　　（２５８）
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　　　　　　　　　　　　　アソテイアテイオソ
　　　であ った。すなわち，　組　合は労働者を助げる唯一の手段であり ，これによ

　　　り自立（Ｓｅ１ｂｓｔａｎｄ１ｇｋｅ１ｔ）が得られる 。自立とは専門的知識（ｆａｃｈｌ１ｃｈｅｓＫｏｎｎｅｎ）

　　　と杜会的尊敬（ｓｏｚｉａｌｅｓ　Ａｎｓｅｈｅｎ）に基づき ，従属的労働の形態においても実現
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７ソテイアテイオソ
　　　可能た尊敬される ，安定した職業的地位を意味し，そのために組　合の金庫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アソテイ７テイオソ　　　（Ｋａｓｓｅｎ）と教育的諸機関の必要が唱えられた。以上のように組　合原理の

　　　背後には，資本主義的大経営の外で自由た組合により自立した手工業者を

　　　維持する意図が存在していた（Ｅｂｄ ．，

５３５－５３７）。

　　　　ついで５０年代に入り ，シュノレツェ ・デーリッ チの考えの中心は協同組合であ

　　　り ，これには中間層的杜会構想（ｅ１ｎ　ｍ１ｔｔｅ１ｓｔａｎｄ１ｓｃｈｅｓ　Ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔｓｋｏｎｚｅｐｔ）

　　　が含まれており ，手工業と資本主義的生産様式との和解を目的としていた（Ｅｂｄ ．，

　　　５３９）。 すなわち，かれは自由貿易的工業制度（ｄａｓ　ｆｒｅ１ｈａｎｄ１ｅｒ１ｓｃｈ－ｍｄｕｓｔｒｌｅ１ｌｅ

　　　Ｓｙｓｔｅｍ）の有利を説き ，営業の自由と移住の自由の欠如と資本調達の可能性の不

　　　利用が手工業の不幸を招くと述べ，資本と戦う代りに，資本を役立てねばならな

　　　いとする 。資本は労働と販売を創出するからである 。そして，手工業の自立化

　　　（Ｖｅｒｓｅｌｂｓｔ身ｎｄｉｇｋｅｉｔ）のために協同組合の必要を述べ，そのさいの実際的中心問
　　　　　　　　　　　　　　アソテイアテイーフ
　　　題は信用問題であるとし，組合的に結合した小営業者と労働者の連帯責任に
　　　基づく信用協同組合（Ｋｒｅｄｉｔｇｅｎｏｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｅｎ）の設立を提唱した（Ｅｂｄ ．，

５４０）
。

　　　　手工業の自立化というぱあい，かれは独立の手工業親方と労働者〔不熟練工場

　　　労働者ではない〕を想定し，かれらはｒ知識と熟達を養成しなげれぱならず，そ

　　　のことにより収入が増大する」として，協同組合を補助するものとして教育協会

　　　（Ｂｉｌｄｕｎｇｓｖｅｒｅｉｎ）の設立を唱えた。そして，競争能力を高めるために，低廉な原

　　　料購入のための協同組合あるいは販売促進のために，販売会館（Ｖｅｒｋａｕｆｓｈａ１１ｅ）

　　　のための協同組合等々の設立を説いたのである（Ｅｂｄ ．，

５４１－５４２）。

　　　　以上のような自由貿易と営業の自由のもとで大工業の発展に適応しつつ，協同

　　　組合と教育協会に結集することにより ，自助に基つき手工業者が自立するという

　　　 シュ ルツェ ・デーリッ チの構想は，５０年代と６０年代に多くの教師や裁判官，ジャ

　　　 ーナリストの支持を得て
，「国民経済会議（ｄｅｒ　Ｖ０１ｋｓｗｉｒｔｓｃｈａｆｔ１ｉｃｈｅ　ＫｏｎｇｒｅＢ）」

　　　や レッ テ（Ｌｅｔｔｅ）指導下のｒ労働者階級福祉中央協会（Ｃｅｎｔｒａ１ｖｅｒｅｉｎ　ｆ直ｒ　ｄａｓ

　　　ＷＯｈｌ　ｄｅ「ａ「ｂｅｉｔｅｎｄｅ　Ｋｌａｓｓｅ）」や，さらにはドイツ進歩党（Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｆｏｒｔ－

　　　 ｓｃｈｒｉｔｔｓｐａｒｔｅｉ）や国民協会（Ｎａｔｉｏｎａ１ｖｅｒｅｉｎ）にも浸透していき ，自由主義的営

　　　業立法への流れを形成したのである（Ｖｇｌ．Ｅｂｄ
・，

５４０・ｒ国民経済会議」につい

　　　ては，藤本建夫ｒドイツ 帝国財政の杜会史』時潮杜，１９８４年，の第一章の詳細な

　　　分析を参照せよ）。

　　　　そのさい，こうした動向の背後で，５０年代と６０年代の好景気に支えられて，手

　　　工業から自力で工業的に成功した者〔例えぱボ ノレ ヅィヒ（Ｂｏｒｓｉ９）〕や，多くの

　　　困難を克服して勤勉と不屈により職業に必要な熟練と知識を獲得し，事業を繁栄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２５９）



９４　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３６巻 ・第２号）

　　させたり ，尊敬される職工長（Ｗｅｒｋｍｅｉｓｔｅｒ）の地位を獲得していった向上心に

　　温れた手工業職人の通俗連載小説が，自由主義的楽観的心理状態を醸成した。し

　　かＬ，同時に，１８５７年の創立恐慌（Ｇｒｍｄｅｒｋｒ１ｓｅ）とともに職業身分の保護要

　　求の新しい時代（ｅｍｅ　ｎｅｕｅ　Ｅｐｏｃｈｅ　ｂｅｒｕｆｓｔａｎｄ１ｓｃｈｅｒ　 Ｓｃｈｕｔｚｆｏｒｄｅｒｍｇ）が始

　　まり ，１８４８年と１８６０年代の手工業者運動が結びついた点も看過でき汰い（Ｅｂｄ ・，

　　５４４）。

　　　プ ロイセソ下院におげる１８４９年緊急令の遵守と反営業の自由提案に口乎応して ，

　　１８６０年８月２７目～３１目までベノレリソで開かれたプ ロイセソ 手工業者会議（ｄｅｒ

　　ｐｒｅｕＢ１ｓｃｈｅ　Ｌａｎｄｅｓｈａｎｄｗｅｒｋｅｒｔａｇ）や，１８６２年９月５目にワイマーノレで開かれ

　　たドイツ手工業者同盟（ｄｅｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｈａｎｄｗｅｒｋｅｒｂｕｎｄ）の集会がそれである
。

　　しかし，ハノーファの営業協会（Ｇｅｗｅｒｂｅｖｅｒｅｉｎ）のツェレでの会議におげる営

　　業制度の自由の要求や，学者や官僚の問での営業の自由の主張が大勢を占め，北

　　　ドイツ 連邦営業令の発布に至るのである（Ｊ．Ｗｉｌｄｅｎ，ａ．ａ．Ｏ
．，

１３２
．なお，「三

　　月革命」期から７０年代に至る手工業老運動については，山井敏章ｒ第二帝制期ド

　　イツにおげる手工業老運動」土地制度史学第１０２号，１９８４年，を参照せよ 。また ，

　　ｒ三月革命」期のＳ ．ボ ノレソ（Ｓｔｅｐｈａｎ　Ｂｏｍ）と全ドイッ労働者友愛会に発する
　　７ソテイアテイオ■

　　　組合と生産揚同組合思想は，家内労働老（Ｈｅｍａｒｂｅ１ｔｅｒ）をも捉え，これが

　　手工業的自立努力とソソフト的職業別主義（ｚｍｆｔｌｅｒ１ｓｃｈｅｒ　Ｂｅｒｕｆｓｓｅｐａｒａｔ１ｓｍｕｓ）

　　と杜会主義的思想傾向の三者の一致を生み出し，６０年代と７０年代にソーリソゲソ

　　刃物研磨工（ｄｅｒ　Ｓｏ１ｍｇｅｒ　Ｍｅｓｓｅｒｓｃｈｌｅ１ｆｅｒ）が杜会民主党を支持した複雑で興味

　　ある例について，Ｖｇ１Ｊ　Ｋｏｃｋａ，Ｌｏｈｎａｒｂｅ１ｔ　ｕｎｄ　Ｋ１ａｓｓｅｎｂ１１ｄｕｎｇ ，９２－９６）。

　５）北トイソ 連邦営業令の全文については，Ｖｇｌ　Ｇｅｗｅｒｂｅｏｒｄｕｎｇ　ｆｕｒ　ｄｅｎ　Ｎｏｒｄ
－

　　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｂｕｎｄ　Ｖｏｍ２１　Ｊｕｍ　１８６９
，ｍ

，Ｓｔａａｔｓｈａｎｄｂｕｃｈ　ｆｕｒ　Ｇｅｓｅｔｚｇｅ
－

　　ｂｕｎｇ，Ｖｅｒｗａ１ｔｕｎｇ　ｕｎｄ　Ｓｔａｔ１ｓｔ１ ｋ　ｄｅｓ　Ｎｏｒｄｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｂｕｎｄｅｓ　ｕｎｄ　ｄｅｓ　Ｄｅｕｔ－

　　 ｓｃｈｅｎ　Ｚｏ１ｌｖｅｒｅｍｓ，ｈｒｓｇ　 ｖｏｎ　Ｄｒ　Ｇｅｏｒｇ　Ｈ１ｒｔｈ，ＩＩ　Ｂａｎｄ＿Ｊｇ　１８６９　ｄｅｒ

　　Ａｎｎａｌｅｎ　 ｄｅｓ　 Ｎｏｒｄｄ　Ｂｕｎｄｅｓｕ 　ｄｅｓ　 ＤｔＺｏ１１ｖ ，Ｂｅｒｌｍ１８６９，４４１－４７６　田山

　　輝明「北ドイツ 連邦営業令試訳」比較法学，第６巻第２号，３０１～３３３べ 一ジ 。

　６）　Ｈ　Ｒｏｅｈｌ，ａ　ａ　Ｏ， ２７５－２７６Ａ　Ｋｏｔｔｇｅｎ，ａ　ａ　Ｏ， １０１０－１０１１Ｊ　Ｗ１ｌｄｅｎ
，

　　 ａａＯ ，１３２ＭＴ］１ｍａｍ，ａａＯ ，６７ＧＥｒｄｍａｍ，ａａＯ ，２７ＫＥ

　　Ｂｏｍ，ａ．ａ．Ｏ
．，

８１．Ａ．Ｇｌａｄｅｎ，ａ．ａ．Ｏ
．，

４６
．なお，北ドイツ連邦営業令はドイ

　　 ツ帝国創立後南ドイツ 諸邦に導入された。１８７１年１月１目に南ヘッセソヘ， １８７２

　　年１月１目にヴ ユノレテソベノレクとバーデソヘ，１８７３年１月１目に一部留保されて

　　ハイニルソヘ（Ａ　Ｋｏｔｔｇｅｎ，ａ　ａ　Ｏ ，１０１１）。

　７）Ａ．Ｋｄｔｔｇｅｎ，ａ．ａ．Ｏ
．，

１０１１－１０１３．Ｊ．Ｗｉ１ｄｅｎ，ａ．ａ．Ｏ
．，

１３２－１３３，１３８．Ｊ ．

　　Ｗ１１ｄｅｎ，Ｉｍｕｎｇｅｎ，１ｎ，Ｈａｎｄｗｏｒｔｅｒｂｕｃｈ　ｄｅｒ　Ｓｔａａｔｓｗ１ｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｅｎ，５Ｂｄ ，

　　Ｖｉｅｒｔｅ　Ａｕ且ａｇｅ，Ｊｅｎａ１９２３，４６４．なお，１８８０年代のイソヌソク立法とそれをめ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２６０）



三月前期のプ ロイセソにおげる「杜会問題」と杜会政策および中間層政策の展開（六）（川本）９５

　　　ぐる手工業中間層の利害状況については，後藤俊明「ドイツ第二帝制におげるイ

　　　 ンヌソクの再編成」経済論叢第１２２巻第５ ・６号，１９７８年，８８～１１１ぺ一ジを参照

　　　せよ 。

　　８）　山田晟『ドイツ近代憲法史』東京大学出版会，１９６３年，９０べ一ジ 。

　　９）Ｊ．Ｗｉ１ｄｅｎ，Ｈａｎｄｗｅｒｋ，１４０
．

　１０）　 ワイマール憲法，第五章　経済生活，第１５１条臼，高木八尺，末延三次，宮沢

　　　俊義編『人権宣言集』岩波文庫，１９５７年 ，２１２ぺ 一ジ 。

　１１）　Ｊ　Ｗ１ｌｄｅｎ ，Ｈａｎｄｗｅｒｋ，１４０

　１２）　Ｆｒａｎｚ　Ｎｅｕｍａｎｎ，　Ｂｅｈｅｍｏｔｈ，Ｔｈｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｏｆ　Ｎａｔｉｏｎａ１

　　　Ｓｏｃ１ａ１１ｓｍ ，Ｌｏｎｄｏｎ１９４３，１９７－２０２　 フラソソ ・ノイマソ『ヒヒモスーナチスム

　　　 の構造と実際一』岡本友孝 ・小野英祐 ・加藤栄　訳，みすず書房，１９６３年，２１５

　　　～２２０ぺ一ジ。『新独逸国家大系，第９巻，経済篇Ｉ一経済の構成一』目本評論

　　　杜，１９３９年，８２～８３，１２３～１２４，３８９～３９２ぺ一ジ。なお，ここで痕跡とい ったの

　　　は，「民族杜会主義は，…… 手工業に対応する古いツソフト制度の人為的な復興

　　　を拒否しているとはいえ，この気持としてはこの古い組織のたかで独自の仕方に

　　　おいてドイツの生活および労働形態の最良の原則を実施せる思想財」としてツソ

　　　 フト制度を評価し（『新独逸国家大系，第９巻』３８８ぺ一ジ） ，「職分団的構成によ

　　　 って達成しようとする二つの大きな目標」としてｒすべての階級闘争の克服」と

　　　ｒ人問が　　職業的すなわち専門的技能をもっ て結合され」ることを設定したの

　　　であるが（前掲書，１１４ぺ一ジ），ｒ実際は，ドイツの経済的組織化は，……職業

　　　身分理論との類似性を全くもっ ていない」で，それはｒ国家に統制され，あるい

　　　はいくつかの行政機能を遂行する企業家団体」を創出したのであり（Ｆ．Ｎｅｕ －

　　　 ｍａｍ，ａ．ａ．Ｏ
．，

１９１
．訳，２０９ぺ一ジ） ，「国民杜会主義は，……階級ではたく ，

　　　職業と訓練とにもとづいて分化された杜会を創造したと主張している」が，「そ

　　　れは絶対に真実でたく ，・・・… 階級闘争を消しさっ たのではなく ，全く反対に，敵

　　　対関係をより深めより強剛こしてしまっ た」からである（Ｅｂｄ ・・

２９９
・訳，３１９べ

　　　 一ジ）。

　１３）Ｍ．Ｔｉｌｍａｍ，ａ．ａ．Ｏ
．，

６－７．Ｗｏｌｆｇａｎｇ　Ｚｏｒｎ ・Ｚｕｎｆｔ・ｉｎ・Ｈａｎｄｗ６ｒｔｅｒｂｕｃｈ

　　　ｄｅｒ　Ｓｉｚｉａ１ｗｉｓｓｅｎｓｃｈａｉｔｅｎ ，Ｂｄ．１２ ，Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ ・Ｔむｂｉｎｇｅｎ ・Ｇ６ｔｔｉｎｇｅｎ１９６５，４８８
．

　　　　後記。本稿は，塩田庄兵衛教授退官記念論文集「立命館経済学」第３５巻第４号

　　　に掲載を予定して執筆したものである 。しかし，筆老が，立命館大学とフソボ ノレ

　　　 ト大学との学術交流協定に基づき ，目本語教員として１９８６年８月より１か年余り

　　　ベノレリソに滞在し，予想以上に授業準備に時間にとられたため，執筆が大幅に遅

　　　れてしまっ た。 塩田教授に非礼を謝すとともに，遅れぱせながら拙稿でもっ て，

　　　教授の退任を記念させて頂きたいと思う 。

（２６１）




